
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

防災に関する論点

令和７年11月

国土交通省 道路局

資料５



災害時の倒壊電柱による道路閉塞のリスク

○ 気候変動に伴う災害の頻発化・激甚化、切迫する巨大地震への対応するため、改正道路法に基づく道路啓
開の枠組みを踏まえ、道路啓開の観点からの無電柱化整備の優先順位の具体化する必要。

【主な災害と電柱の倒壊状況】
※倒壊のほか折損・傾斜含む
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道路啓開時の倒壊電柱の撤去の迅速化

○ 災害時には、道路啓開の観点および電力設備復旧等の観点から、道路管理者および電線管理者がともに、
がれきの処理や電力設備の処理の観点から、現場で倒壊電柱の撤去の対応が必要。

○ 役割分担や費用負担を明確にし、電線管理者との協定締結を促進するなど、迅速な電柱撤去に向けた取り
組みが必要。

電力会社道路管理者事象段階

道路啓開作業

災害発生
①倒壊電柱の現地確認

②現地にて倒壊電柱の状況確認

⑦道路啓開作業

電柱の倒壊

⑥電柱の撤去（電力会社が重機を用意）

③電力停止の確認

⑤電線の切断

⑥電柱の撤去

協定なし

④感電防止措置（アース取付作業）

【電柱撤去の様子】

【電力会社に倒壊電柱の処置を要請】

要請

協定あり

【道路啓開作業】 2



○ 今後策定する「道路啓開計画」では、緊急輸送道路の無電柱化や倒壊電柱の撤去訓練 などについても反映す

る予定。

能登半島地震等を受けた「道路啓開」の重要性の認識

（人命救助、ライフラインの早期復旧、孤立集落への交通確保）

道路啓開計画の策定 及び 記載内容の明確化

① 管理区分を超えた啓開作業 ② 実践的な啓開訓練 ③ 定期的な計画見直し

激甚化・頻発化する

自然災害への対応強化

これまでの全国の

啓開実績の反映

道路啓開の実効性の向上

事前に協議した対象路

線に対し、当該道路管

理者以外の者が円滑に

作業できるよう措置

啓開作業
写真

多くの関係者の協力の

もとで車両・ガレキ移動、

倒壊電柱除却などの訓

練を実施
訓練写真

策定後の災害対応の

実績や、地域の災害

想定の見直し等を踏

まえて計画を見直し

対象災害、啓開目標、対象路線・区間、啓開方法、資材・機械の

備蓄・調達、訓練、情報の収集・伝達方法 等

→ 法定協議会（道路管理者＋関係機関）を経て決定

会議風景
写真

■令和６年能登半島地震における道路啓開

改正概要

背景・必要性

＜初動対応の強化＞ ※道路啓開：土砂・瓦礫等、自然災害に伴う道路上の障害物除去

改正道路法における道路啓開の枠組み
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電柱なし区間

20%

無電柱化済区間

（管路整備）

20%

無電柱化中区間

（事業中）

20%

電柱あり（道路区域内）

25%

電柱あり（道路区域外）

15%

防災の観点から重点的に無電柱化を進める道路

○高速道路ICと県庁などの防災拠点を結ぶルートなど道路啓開を踏まえた優先整備区間で無電
柱化を重点的に進める

○あわせて、国土強靱化実施中期計画に基づき、市街地の第一次緊急輸送道路の無電柱化も推
進する。

【優先整備区間の無電柱化の状況】

優先整備区間
（管路延長）

約7,500㎞

電柱あり
約60％

【優先整備区間と市街地等の緊急輸送道路のイメージ】
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精査中



国土強靱化実施中期計画における無電柱化の取り組み
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令和7年6月6日閣議決定



防災に関する目標の考え方

○災害への備えを確実にするため、無電柱化の目標を「着手」から「整備完了」に変更する
とともに、引き続き計画的に無電柱化を進めるため、区間と整備手法について関係者が合
意した「計画延長」を目標として設定する。

○また、切迫する巨大地震に備えるため、防災の観点で30年程度の中期的な目標を設定し、

緊急輸送道路等の無電柱化を加速させる。

現計画（R3～R7） 次期計画（R8～R12）

【防災】
・電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電
柱化着手率

【防災】
・優先整備区間における無電柱化計画策定率

・優先整備区間における無電柱化整備完了率

・第一次緊急輸送道路の市街地等における無電柱化計画策定率

・第一次緊急輸送道路の市街地等における無電柱化整備完了率

【防災に関する指標（案）】
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○ 「新設電柱の占用制限」について、緊急輸送道路は、令和７年度で100%を指定予定。

〇管路整備と合わせて着実に抜柱し、道路閉塞のリスクを取り除くため、事業中区間において、全て既設電柱
の占用制限を指定する。

○道路閉塞防止の観点から、優先整備区間においては沿道民地に新たな電柱が立たないよう、関係者と調整
のうえ、沿道区域届出勧告制度を積極的に適用する。

緊急輸送道路における電柱の占用制度の更なる活用

【占用制度等の運用イメージ】 【占用制度のイメージ】

令和7年度で100%指定予定

今後、事業中箇所で原則指定

※今後、優先整備区間で積極的に適用

【沿道区域届出対象区域のイメージ】
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老朽化した電柱の更新に合わせた無電柱化の推進

○令和７年１月に発生した埼玉県八潮市での下水道管路の破損に起因した道路陥没事故を踏まえ、
占用物件の適切な維持管理の重要性が増大し、占用物件の安全性の確認を求めることとした。

○高度経済成長期に整備された多くの電柱において、老朽化が進行。

○今後、老朽化の状況も踏まえて無電柱化を検討するなど、効率的に無電柱化に取組む。

【電柱の老朽化の進行】

（出典）広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）〈別冊（資料編）〉2023年3月 資料を加工

※一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）

建設から40～50年が経過

【電柱更新に合わせた単独地中化の事例】

電力レジリエンスの強化を目的に、樹木接触および倒木
による停電を回避する観点から、過去に電柱の更新に合
わせて、単独地中化方式による整備

施工写真

8（出典）第３回無電柱化推進のあり方検討委員会（R7.10.1） 資料３を加工



道路区域外にある電柱の対応事例

○防災の観点から特に重要な優先整備区間においては、道路区域外の電柱について、沿道状況を
踏まえ、電線共同溝方式や要請者負担方式、単独地中化など、多様な整備手法を用いて無電柱
化を進めるなど、災害に強い道路空間の確保に努める。

情報ボックス NTT埋設管路

道
路
用
地
界

【道路整備に合わせて地中化した事例】 【電力レジリエンスに資する単独地中化の事例】

長野県の緊急輸送道路である、県道90号諏訪南イン
ター線において、902mにわたって電力線単独の地中化
を実施し、道路上及び沿道民地の電柱を14本撤去

交通安全事業における路肩拡幅に伴い道路区域外から
区域内となる電力・通信線の地中化を実施。

道路区域外電柱整備前

整備前 整備後

整備後

整備前 整備後

道
路
用
地
界
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※通信は既設埋設管路へ入線

電力
通信
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